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 本書面は，当時の小河内村で被爆した原告１名（原告番号市２９）の被爆状

況について，主張するものである。 

 

第１ はじめに 

１９４５（昭和２０）年に行われた宇田技師らによる原爆被害調査におい

て，当時の小河内村での聴取結果はないようである。 

もっとも，小河内村と太田川を挟んで南西に位置する久地村瀬谷において

「黒い小さい雨が３０分～１時間くらい降って，紙，布片等降った。久地村

の奥も黒い雨が降ったがひどくはなかった。」という供述が得られているこ

と，さらに小河内村の南東に位置する飯室村古市（爆心地から北１８ｋｍ）

において「１０分くらいばらばら雨が降った。紙片などは飛んでこなかった。」

という供述が得られていること，さらには，小河内村の北東に位置する都谷

村長笹（爆心地から北北西２６ｋｍ）で「黒い色の小雨が降った。ソギ板や

小さい板片などが飛んできた。」という供述が得られていることから（原告

ら第１３準備書面別紙体験談一覧表の８頁「体験談聴取録番号」欄１０７，

１０８，１１３，同体験場所地図２参照），当時の小河内村の北東の西ヶ迫

近辺を除く地域が宇田雨域の小雨地域とされている（訴状別紙「黒い雨」降

雨地域図参照）。 

しかし，原告ら第５準備書面及び第１３準備書面で述べたとおり，宇田技

師らの原爆被害調査は，時間的・物理的制約のある中で行われたものであり，

「黒い雨」降雨域の全域を確定するものではあり得ない。 

そこで，以下では，宇田技師らの原爆被害調査後に収集された資料及び調

査結果に加え（第２），原告１名の供述に基づき（第３），原告番号市２９

が原爆投下時に現在した小河内村宇賀井野のみならず，小河内村の北東の西

ヶ迫近辺を含む小河内村の全域が「黒い雨」降雨域であり，原告番号市２９

は被爆者援護法１条３号の「身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような

事情の下にあった者」に該当することを述べる。 
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第２ 宇田技師らの原爆被害調査後に収集された資料及び調査結果 

１ 小河内村の全域が増田雨域に入っていること 

⑴ 増田雨域は，大がかりな調査と緻密かつ慎重な分析に基づくものであ

り信用できるとともに，宇田雨域の限界を補うものであること 

原告ら第５準備書面の第２・３項（２０頁以下）において詳述したと

おり，増田雨域とは，増田善信博士（以下「増田」という。）が，１９

８９年（平成元年）に発表した増田論文（甲Ａ３４）によって提示した，

「黒い雨」の新たな雨域である。 

  増田論文が基礎としたのは，原爆被害調査メモ（甲Ａ６９）を含む宇

田論文の基礎資料の他，広島県の調査資料（１万７３６９通回答したも

のの調査報告），７２人からの聴取調査結果，アンケート調査結果１１

８８枚，手記集・記録集から３５８点の資料など，２０００を超える豊

富なデータである（増田論文１４～１８頁）。 

増田は，原告ら第１３準備書面で詳述した宇田技師らの調査方法，す

なわち，原爆投下当時，雨量計等の観測器機が整備されておらず，観測

データが存在しないことを前提として，気象の専門家ができるだけ多く

の原爆被害を受けた当事者に直接会って話しを聴き，その供述内容を主

として原爆投下当日の地域別の状況を再現してみるという調査方法を踏

襲し，加えて，調査対象者の記憶の希薄化や原爆医療法に基づく健康診

断特例地域の拡大運動による影響にも配慮し，信頼性が確保されたデー

タの収集とそれに基づく細かな分析を試みた。例えば，雨の降り方を３

種類に分けたり（降雨の継続時間３０分以内を小雨，３０分以上１時間

以内を中雨，１時間以上を大雨とする），聴き取り調査に参加した人に

もさらにアンケートを提出してもらうなどの工夫をこらし，こうして集

められたデータを，信用度の違いに配慮しながら吟味し，調査と分析の

結果を大学ノート２冊にまとめ上げた（甲Ａ３５の１，２）（以上，甲
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Ａ３６の１０～１８頁）。 

特に，宇田技師らによる原爆被害調査では，旧広島市外の山間部の調

査は時間的・物理的限界により手薄とならざるを得なかったが，増田に

よる調査では，旧広島市外の安古市町（甲Ａ３５の１の１０５頁以下），

安佐町（同１１８頁以下），可部町（同１２４頁以下），旧小河内村（１

３７頁以下），五日市町（同１４０頁以下），廿日市町（同１４７頁以

下），吉和村（同１５１頁以下），芸北町（同１５２頁以下），湯来町

（同１５３頁以下），豊平町（甲Ａ３５の２の１頁以下），加計町（同

１１頁以下），殿賀村（同２５頁以下），筒賀村（同２９頁以下），沼

田町（同３５頁以下），佐伯町（同４２頁以下），高陽町（同４４頁以

下），中野村（同４７頁以下），福田村・馬木村・温品村（同４９頁以

下），千代田町（同５１頁以下），倉橋町（同５３頁以下），海田町（同

５５頁以下），戸河内町（同５７頁以下）及び江田島（同６１頁以下）

についても，相当な数の供述等の資料を得ることができ，これらの資料

を分析した結果をもとに，原告ら第５準備書面別紙図のとおり，増田雨

域が提示された。 

よって，増田雨域は，宇田技師らの調査手法を踏襲した，大がかりな

調査と緻密かつ慎重な分析に基づくものであり信用できるとともに，特

に宇田技師らの原爆被害調査が不十分であった旧広島市外について宇田

雨域の限界を補うものであるということができる。 

⑵ 小河内村の「黒い雨」降雨状況等 

原爆投下当時は安佐郡小河内村であったが，その後，１９５５（昭和

３０）年３月３１日に鈴張村・飯室村・小河内村・日浦村・久地村が合

併して安佐町が発足し，さらに１９７１（昭和４６）年５月には安佐町

が広島市に編入されているところ，増田による調査では，安佐郡小河内

村は「旧小河内村」としてまとめられている。 

小河内村の各地区の降雨状況と飛撒降下物の状況は，増田による調査



6 

 

結果を地域毎に整理した『広島原爆”黒い雨”最終まとめ（第一冊）』と

題するノート（甲Ａ３５の１）によると，以下のとおりであった。 

ア 小河内国民学校（甲Ａ３５の１の１３７頁） 大雨，木片 

イ 明見谷（同１３７頁） 中雨，木片 

ウ 大畠（同１３７頁） 大雨，木片 

エ 西ヶ迫（同１３８頁） 中雨，木片 

オ 上三谷（同１３８頁） 大雨，木片 

カ 下三谷（同１３８頁） 中雨，木片 

 以上より，増田の調査結果から，小河内村の全域に「黒い雨」が降った

ことは明らかである。 

２ 小河内村の全域が「黒い雨」降雨地域（大瀧雨域）にも入っていること 

加えて，小河内村の全域が，広島市が２０１０（平成２２）年５月に公表

した，広島市報告書（甲Ａ９）で提示された「黒い雨」降雨地域（大瀧雨域）

にも入っている（訴状別紙「黒い雨」降雨地域図，甲Ａ４１の２枚目「広島

原爆による黒い雨降雨図」参照）。 

なお，広島市調査の解析対象となったデータは，２００８（平成２０）年

に原爆投下前から現在の広島市内及び周辺部に住み続けている者３万６６１

４人に対して実施した郵送によるアンケート調査により収集されたもので，

そのうちの約７４％にあたる２万７１４７人から得られた自書式回答であり

（甲Ａ９の２～３頁），これらのデータをもとに大瀧において統計学的な処

理を行い，「黒い雨」の時空間分布を推定したものである（甲Ａ４１）。大

瀧雨域が信用できるものであることは，原告ら第５準備書面の第２の４項（２

３頁以下，なお「３ 大瀧雨域」とあるのは「４」の誤記である。）で詳述

したとおりである。 

３ 小括 

以上のとおり，小河内村は，宇田論文においては，小河内村の北東の西ヶ

迫近辺を除く地域が宇田雨域の小雨地域とされているが，増田論文及び広島
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市調査という信用できる調査結果等によれば，小河内村の全域が「黒い雨」

降雨域であったことは明白である。 

 

第３ 小河内村で被爆した原告の被爆状況 

 １ 原告番号市２９・的場力三（甲Ｂ市２９の１－陳述書，２－地図） 

  ⑴ 被爆当時の家族構成・生活状況 

    原告番号市２９・的場力三（以下「原告」という。）は，１９３５（昭

和１０）年８月８日に生まれ，原爆投下当時は，小河内国民学校小峠（こ

とうげ）分校４年生で，年齢は９歳だった。 

    当時，原告は，両親（父・的場梅造，母・イチノ），姉・オリノ，弟・

英治と５人で，広島県安佐郡小河内村宇賀井野９２２番地に住んでいた。 

    両親とも，農業を営んでおり，田が３０アール，畑が７アールあり，

田んぼでは米を作って供出しており，畑では麦，野菜，さつまいも等を

作っていたので，そこで採れたものを食べて暮らしていた。なお，父は，

当時，高田に飛行場が建設されており，そこに作業員として泊り込みで

仕事に出ていた。     

姉・オリノは，当時，すでに会社に勤めていたが，原告はその勤務先

がどこだったかは知らない。また，姉・岡本オイシは，当時，すでに結

婚しており，大宮（現在の広島市西区）に住んでいた。 

    家の裏にはすぐ山があり，湧き水を引いてきて瓶にため，生活水とし

て利用していた。 

⑵ 被爆の状況 

  １９４５（昭和２０）年８月６日，原告は，朝から，学校の供出用と

して，同じ部落の子どもらと一緒に，自宅の近くの山に「むしお」を採

りに行っていた。「むしお」というのは，麻のようなもので，服の原料と

なるものである。 

当時，部落ごとに行動することがよくあり，その日も，自宅から２０
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０ｍくらいのところにあった山の麓に朝８時に集まった。原告は，同じ

部落に住んでいた紙田実三，川北幸夫，河内章，河内ムツ子，山田義春

が一緒に行ったのを覚えているが，他にもたくさんの同年代の子どもが

いた。 

  みんなで山に入って「むしお」を採っていると，突然，木の間からピ

カッという光が差し，ドンという音がした。そこから少し離れたところ

にあった間野平発電所に爆弾が落ちたのではないかと，みんな口々に言

い合っていた。 

  近くに爆弾が落ちたとみんなが思っていたので，「むしお」採りをやめ，

家に帰ろうということになった。帰るときに，広島市の方向を見ると，

山の間から，雲が立ち上がり大きくなっているのが見えた。音がしてか

ら５分くらいたってからのことである。 

その後，子どもながらの好奇心から，間野平発電所まで見に行ってみ

ようという話になり，太田川まで何人かと一緒に行ってみた。そのあた

りにいた人から，「発電所に爆弾が落ちたのではない」ということを聞き，

原告たちは，家に戻ることにした。 

家に帰ってしばらくして，午前１０時ころだったと思うが，ふと外を

見ると，覚えている限りでは，空から紙切れの焼けたようなもの，新聞

紙，漫画雑誌，肌着など，色々なものが落ちてきた。外に出て，紙切れ

と肌着を拾って持ち帰り母に見せたが，母から，「拾ったものを持って帰

ってくるな」と怒られたことを覚えている。 

その後，原告は，友達２～３人と，太田川へ遊びに行った。一人は，

近所に住んでいた石本俊明だったが，他の子の名前までは思い出せない。 

川で泳いだり，魚を採ったりして遊んでいたが，急に雨がザーザーと

降り出した。午前１１時半ころのことではなかったかと思う。川で泳ぎ，

体が濡れていたので，雨が降ってきてもすぐに家に帰らず，午後３時こ

ろまで川で遊んでいたと思う。遊んでいる途中，対岸の宇賀に何度か渡
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った。そこの川近くにあった道にまでは行っていないが，宇賀側の川岸

まで川を渡り，そこで遊んだ。 

  帰るときに，脱いで置いていたシャツに黒い斑点がついて，真っ黒に

なっているように見えたことを覚えている。 

  翌８月７日には，姉・岡本オイシの家族５人とその近所に住んでいた

という人２人が，原告の家に避難してきた。義兄になる岡本鉄四郎と従

兄弟の次郎とその近所の人２人は８月９日の晩まで，姉・岡本オイシと

従兄弟の岡本清子と岡本進は，終戦の日まで原告の家にいた。義兄は，

火傷を負っていたものの，他に目立った外傷もなく，姉らにも目立った

外傷はなかったので，原告が生活の世話をするようなことはなかった。

ただ，同じ屋根の下で暮らし，食事も共にした程度である。 

  なお，母は，避難者が多くいた小河内国民学校で救護活動をしたので，

被爆者健康手帳を持っていた。  

⑶ 健康状態 

被爆直後のことについて，原告の体に何か変調があったというような

ことはなかったと思う。両親等から，被爆直後の原告の体調について，

特別何か聞かされたということもない。 

原告は，１９５５（昭和３０）年ころ，通勤途中におながに激痛があ

り，病院に行ったところ，尿管結石ということで，鉄道病院で手術を受

けた。 

２００８（平成２０）年ころ，血圧が高くなったので，通院し，薬を

飲むようになったが，最近はよくなったので，通院もせず，薬も飲まな

くなった。 

原告は，２０１０（平成２２）年８月，７５歳のとき，脳梗塞になり，

３か月ほど入院した。今も月１回，通院し，薬を飲んでいる。 

 ２ 小河内村で被爆した原告の状況についてのまとめ 

以上のとおり，原爆投下当時，小河内村に居住していた原告は，「黒い雨」
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を浴び，「黒い雨」によって汚染された畑の作物を食べたり，あるいは「黒

い雨」によって汚染された水を飲んだりすることによって，身体に放射線

の影響を受けたことを否定できない事情に置かれていたのであって，原告

が，被爆者援護法１条３号の「身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるよ

うな事情の下にあった者」に該当することは明らかである。 

また，特に原告が居住し「黒い雨」によって被爆した小河内村宇賀井

野は，太田川を挟んでそのすぐ南西側に位置する久地村宇賀地区が現行

の第１種健康診断特例区域と指定されているものの，原告が居住してい

た太田川を挟んで北東側は，宇田雨域（小雨地域）に含まれているにも

かかわらず，宇田雨域にいう大雨地域ではないというだけで（なお，第

１種健康診断特例区域に指定されている久地村宇賀地区も，全域が大雨

地域というわけではない。むしろ太田川付近は，小雨地域である。）４０

年以上の長きにわたって健康診断の特例措置の対象外とされ，太田川の

北東側の小河内村宇賀井野の住民は被爆者援護法の定める援護の対象を

受けることができなかったのであるから，同じ「黒い雨」被爆者間で著

しく不平等な取扱いがされてきたことは明らかである。 

なお，被告らは，「原告らがいわゆる「黒い雨」を浴びたとする地域に，

放射性降下物が降下したとまでは認められず，ましてや人体に健康影響を

及ぼす程度の高線量の放射性降下物が降下したなどとは認められないので

ある」などと主張して（被告ら第５準備書面２０頁），小河内村を含む「黒

い雨」降雨地域（大瀧雨域）あるいは増田雨域に，「黒い雨」が降った事

実，放射性物質が降下した事実，「黒い雨」による放射性物質の降下と人

体影響の可能性のいずれも認めようとしない。 

しかし，このような被告らの主張が誤りであることは，小河内村で被爆

した原告が，前述のとおり，脳梗塞という脳血管障害や，高血圧症という

循環器機能障害を負っていることや，これまで各地域毎の準備書面で主張

してきたように，「黒い雨」降雨地域内で被爆した原告らの中には，宇田
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技師らによる原爆被害調査により明らかになった，下痢，鼻血・歯茎等の

出血，貧血，脱毛等の急性症状を発症したり者がいること，さらには，宇

田技師らの原爆被害調査当時は顕在化していなかった，発がん等遺伝子の

突然変異に起因する身体症状を発症したり，あるいは造血機能障害，肝臓

機能障害，細胞増殖機能障害，内分泌腺機能障害，脳血管障害，循環器機

能障害，腎臓機能障害，水晶体混濁による視機能障害，呼吸器機能障害，

運動器機能障害及び潰瘍による消化器機能障害を患っている者がいること

からも明らかである。被告らの主張は，事実を直視しようとしない非科学

的なものという外ないのである。 

以上 


